
提携商品名 【会員優遇内容】 融資額 資金使徒 融資期間
融資金利

(年)％
事務手数

料
担保 保証人 返済方法 会員暦 事業実績

融資対象
法人個人

区分

会員確認書
発行及び
手続き

横浜銀行　相模原駅前支店　○042（754）1234　他市内・近隣取扱い店にて問い合わせ・受付いたします。
〈金利優遇〉 代表者全員 期日一括返済

（第三者保 又は
証人は不 元金均等返済

3.1～8.15 要）、根保 
証人につい
ては本商品
も対象

八千代銀行　相模原支店　○042（753）1211　他市内各支店、近隣支店にて問い合わせ・受付いたします。
〈金利優遇〉

東日本銀行　相模原支店　○042（754）2921　○古淵支店　℡042（768）3211
〈融資金額〉 法人代表者

共同代表の
定めがある

1.675以上～ 場合は全員
〈事務手数料〉 (固定金利）
一般は5250円

会員は0円

三菱東京ＵＦＪ銀行　○融活力コール　相談・問合せフリーダイヤル　0120（85）1034
〈金利優遇） 原則として、 代表者の方

当所会員は、一 新たに担保を 共同代表の
に比べて 提供していた 定めがある
－0.25％の優遇 2.00％～ だく必要は 場合は全員

ありません

静岡中央銀行　○番田支店042（778）4177　○座間支店　046（254）3151　○中央林間支店　046（274）1115
①5.000万円以内 ①不要 ①②
②1.000万円以内 ②5.250円 ①②とも原則

不要
法人

①ベスト融資

②しずちゅう
ビジネスロー

商工中金　横浜西口支店　○045（314）3213
〈金利優遇〉 3.000万円以内

100万円単位
但し、直近決算
の月商以内

西武信用金庫　橋本支店　○０４２（７００）６０１１
商工会議所 〈金利優遇〉 当金庫所定 法人は 元金均等分割 決算書の
メンバーズ 運転資金、 の利率 代表者、 返済又は 提出の可
ローン 　　　　５年以内 （当金庫の 個人は 元利均等返済 能な方 法人

3.000万円以内 定める長期 事業継承者 新規融資
（西武信用金庫） 設備資金、 変動基準金 取引の方 個人

　　　１０年以内 利に連動す は２期分
る変動金利) を提出

多摩信用金庫　相模原支店　○０４２（７５６）７１１１
課題解決型融資 経営上の課題を解決 当金庫所定 金融機関
ザ・メンバーズ するための資金 運転資金、 の利率 の基準に

（新規の運転・設備、 　　　１０年以内 元利均等返済 よる 法人
(多摩 信用金庫） ８億円以内 並びに財務改善に 必要に応じてまたは、

要する資金） 設備資金、 元金均等返済 個人
残存耐用年数以内

【申込要件】 【申込方法】 【本件担当】
〈1〉相模原商工会議所会員企業であること。 〈1〉金融機関への申込み・相談 相模原商工会議所 中小企業振興部 経営支援課 経営支援係
〈2）会費を完納していること。 〈2〉相模原商工会議所へ会員確認 〈電話）　042-753-8135
〈3〉その他各金融機関の定めによる。 　(Ａ)金融機関から確認する。 〈住所）229－0039　相模原市中央3-12-3

　(B)申込者が相模原商工会議所へ提携融資会員確認書を発行依頼 をする。
　※（A)または（B)は金融機関に確認してください。
〈3〉金融機関で審査の上、融資実行されます。

次の全てをみたす
法人
○年商30億円未満
であること　○当行
所定の審査に基づ
く一定の条件を満た
すこと

(A)方法
金融機関か
ら商工会議
所へ確認す
る。

当金庫所定
の利率

不要 無担保

毎月元金均等返
済　　　　　　　　融
資期間が6ヶ月以
内の場合は期日
一括返済も可

必要に応じて

当銀行所定
の利率

法人

〈会員限定〉 不要 必要に応じて

会員資格
あること

平成22年1月18日現在

B)方法
商工会議所
へ会員証明
書の発行を
申請する。

元金均等分割償
還(月賦方式・利
息前払い）据置
期間なし。但し、
特に必要な場合
6ヶ月

会員資格
あること

3年以上

法人

(A)方法
金融機関か
ら商工会議
所へ確認す
る。

原則として
法人代表者
1名

①②
4期以上

商工会議所
提携ローン
（商工中金）

当所会員は
-0.1％の優遇
（条件により
-0.3％）

運転資金 3年以内

しずちゅう
「サポート」
ローン

事業資金

①②とも5年以内〈取扱優遇
金利優遇〉

①
②当所会員は、
一般に比べ
-0.5％の優遇

（静岡中央銀行）

当所会員は、一
般に比べて
-0.3％の優遇

不要

5年以内
※期日一時払の
場合は、1年以内
となります。証書
貸付については、
期日一時払の取
扱いは出来ませ

3年以内 0円

期日一括返済又
は
元金均等返済(据
置不可）

会員資格
あること

運転・設備資金 当銀行所定
の利率

必要に応
じて

(A)方法
金融機関か
ら商工会議
所へ確認す
る。

(B)方法
商工会議所
へ会員証明
書の発行を
申請する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔相模原商工会議所会員向け提携融資制度一覧表〕　　　　

＜はまぎん＞
スーパー
ビジネスロー
ン （ 横浜銀
行）

当所会員は、一
般に比べて
-0.25％の優遇

5.000万円以内 運転・設備資金

土地・建物取得・建
設資金 （不動産取
得・建設資金）は除く

期日一括返済
3ヶ月以上1年以
内
元金均等返済
5年以内
（新規取引の場
合は3年以内）

バリューアップ
ローン

一般は4.000万
円以内、会員は
5.000万円以内

5.000万円以内

事業資金

法人

5.000万円以内
(手形貸付または
証書貸付～1年
超の場合は証書
貸付のみの取扱
いとなります）

会員資格
あること

同一事業
2年以上

表記金利は
優遇後金利

原則不要　但
し、既に提供し
ている根担保
については、
対象となる

融資窓口に
お問合せ下
さい

(B)方法
商工会議所
へ会員証明
書の発行を
申請する。

メンバーズ
ビジネスロー
ン　　　「融活
力」（三菱東京
ＵＦＪ銀行）

500万円～5.000
万円以内
100万円単位 事業資金 1ヶ月～5年以内

会員暦3
年以上

3年以上

無料

原則不要
ニュービガー
（東日本銀行）

当所会員は
-0.1％の優遇

不要

法人

(B)方法
商工会議所
へ会員証明
書の発行を
申請する。

1ヶ月毎の元金均
等返済

2年以上会員資格
あること

表記金利は
優遇後金利

無担保

①②　元金均等
返済(①期限５
年・②５年１ヶ月
以内)または期日
一括返済(期限1
年以内)

会員資格
あること

B)方法
商工会議所
へ会員証明
書の発行を
申請する。

運転資金・設備資金

①②とも法
人の場合,
原則代表者
１名。個人
事業者は原
則不要。
＊①につい
ては,審査
により別保
証人を依頼
することも
あります。

会員資格
あること


